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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯状のウエブを搬送するローラ表面の異物除去方法において、
　両面に粘着層が形成されたクリーニングシートを前記ウエブの前記ローラ側の面に貼り
付ける貼り付けステップと、
　前記ウエブを前記ローラと接触させながら搬送させることにより、前記クリーニングシ
ートで前記ローラ表面の異物を捕捉する異物除去ステップと、
　前記貼り付けステップの前段において、基準位置からの前記ウエブ両端までの巾方向の
距離を検出するウエブ走行位置検出ステップと、
　前記貼り付けステップの後段において、前記異物によってウエブ表面に形成された品質
故障の前記基準位置からの巾方向の距離を検出する品質故障位置検出ステップと、
　前記クリーニングシートの貼り付け位置の前記基準位置からの巾方向の距離を検出する
貼り付け位置検出ステップと、
　を備え、
　前記ウエブ走行位置検出ステップ、前記品質故障位置検出ステップ及び前記貼り付け位
置検出ステップにおいて検出された各検出信号に基づいて、前記クリーニングシートを前
記ウエブの前記ローラ側の面に貼り付けることを特徴とするローラ表面の異物除去方法。
【請求項２】
　前記クリーニングシートの両面のうち、前記ウエブに貼り付ける面全体の粘着力が、前
記ローラ表面に接触する面全体の粘着力よりも大きいことを特徴とする請求項１のローラ
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表面の異物除去方法。
【請求項３】
　前記ウエブが製品そのものであることを特徴とする請求項１または２のローラ表面の異
物除去方法。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか１のローラ表面の異物除去方法を、前記ウエブの送り出しから巻
き取りまでの全工程のうち一部に適用することを特徴とするローラ表面の異物除去方法。
【請求項５】
　帯状のウエブを搬送するローラ表面の異物を除去するためのローラ表面の異物除去装置
において、
　前記ウエブ巾よりも巾が狭く且つ両面に粘着層が形成されたクリーニングシートを、前
記ウエブの前記ローラ側の面に貼り付けるクリーニングシート貼り付け手段と、
　該クリーニングシート貼り付け手段を前記ウエブの巾方向に移動させるクリーニングシ
ート貼り付け位置移動手段と、
　を備え、
　前記クリーニングシート貼り付け手段は、
　前記クリーニングシートを保持し、該保持されたクリーニングシートを前記ウエブに貼
り付ける貼り付けドラムと、
　該貼り付けドラムに対向して配置され、前記クリーニングシートを貼り付ける前記ウエ
ブの裏面から前記ウエブを押圧する押圧ローラと、を有し、
　前記クリーニングシート貼り付け位置移動手段は、
　ウエブ巾方向に移動する移動部と、
　該移動部に連結され且つ前記貼り付けドラムを回転自在に支持する支持部と、
　を有することを特徴とするローラ表面の異物除去装置。
【請求項６】
　前記クリーニングシート貼り付け手段の前段において、基準位置からの前記ウエブ両端
までの巾方向の距離を検出するウエブ走行位置検出手段と、
　前記クリーニングシート貼り付け手段の後段において、前記異物によって前記ウエブ表
面に形成された品質故障の前記基準位置からの巾方向の距離を検出する品質故障位置検出
手段と、
　前記クリーニングシートの貼り付け位置の前記基準位置からの巾方向の距離を検出する
貼り付け位置検出手段と、
　を更に備えたことを特徴とする請求項５のローラ表面の異物除去装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はローラ表面の異物除去方法及び装置に係り、特に帯状のウエブを搬送するロー
ラ表面の異物除去方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　感光材料、写真製版材料、磁気記録材料、記録紙材料、感光性平版印刷版等を製造する
際には、薄い金属板、紙、フイルム等のウエブ状の被塗布体を長手方向に連続して走行さ
せつつ各種処理を行っている。例えば、平版印刷版の製造ラインでは、平版印刷版の支持
体としてアルミ材を帯状薄板にしたアルミウエブが用いられている。このアルミウエブは
、ロール状に巻かれたアルミコイルの形態で平版印刷版製造ラインにセットされ、エッチ
ング処理、電解処理等の各種表面処理が施される。その後、アルミウエブの表面上に感光
材料の塗布、乾燥等の処理が施され、感光層が形成される。感光層が形成された平版印刷
版は、切断工程で必要なサイズに切断され、半製品シートに加工される。
【０００３】
　製造工程内で発生、又は製造工程外から侵入する異物がアルミウエブに付着すると、搬
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送される過程で、アルミウエブと搬送ローラや駆動ローラ間に異物が挟まれる。これによ
り、アルミウエブに凹みや擦り傷等の品質故障が発生することが問題となる。特に、ウエ
ブにより運ばれてきた異物がローラに転写されると、ローラの回転周期により連続的に品
質故障が発生し、大きな問題となる。
【０００４】
　これに対し、製造工程のクリーン化を行いアルミウエブに付着する異物の混入を低減す
る各種対策がなされている。しかし、異物の種類が多種多様であるだけでなく製造過程で
発生する異物もあり、異物の混入を大幅に低減させることが困難であった。特に、平版印
刷版に形成された感光層等の塗布膜は傷がつき易く、塗布・乾燥工程以降に異物に起因す
る品質故障が発生し易いという問題があった。
【０００５】
　これらの問題を解決するための手段として、従来は、多数あるローラの中から品質故障
が発生しているローラを絞り込み、その品質故障の具合が許容限界を超えた段階で製造ラ
インの運転を一時停止し、該当するローラを清掃することにより異物を除去している。
【０００６】
　また、特許文献１には、片面に粘着剤を備えたクリーニングシートを原稿搬送装置内に
送り込むことにより、原稿搬送装置内のローラ表面を清掃する方法が提案されている。
【０００７】
　また、特許文献２には、粘着力を保有する材料層が形成された手入れ用連続鋼板を通板
させて冷間圧延鋼板の連続処理装置のローラ表面を清掃する方法が提案されている。
【０００８】
　その他、特許文献３には、ローラ表面に不織布やスポンジ等を押し当てて回転するロー
ラ表面の異物を捕捉する方法が提案されている。
【特許文献１】特開昭５８－８２２８７号公報
【特許文献２】特開平７－２８５６４３号公報
【特許文献３】特開平１０－２３６６２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記従来例のように、製造ラインの運転を一旦停止させると、製造ライ
ン内に残った製品は品質規格外となり、大量の不良品が発生するという問題があった。ま
た、ローラを清掃や運転再開後に化学処理工程や塗布・乾燥工程等の製造条件を一定レベ
ルに立ち上げるまでに多くの時間を要するだけでなく、人が製造ライン内に立ち入ってロ
ーラを清掃する際に、人が持ち込む塵埃によりさらに異物が混入し易くなるという問題が
あった。
【００１０】
　また、特許文献１、２では、最終製品となるウエブを一旦製造ラインから外し、専用の
クリーニングシートを送り出し部から巻き取り部までの全工程を搬送させることを前提と
している。しかし、平版印刷版の製造ラインには、酸・アルカリを使用する化学処理工程
や加熱又は乾燥工程等があり、クリーニングシートを送り出し部から巻き取り部までの全
工程を搬送させると、クリーニングシートの粘着剤が途中で変質したり粘着剤がローラ表
面へ転写されたりし、これにより新たな品質故障が発生することがあった。
【００１１】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、製造ラインの運転中においても効
率的にローラ表面の異物を除去でき、ウエブの品質故障の発生を低減できるローラ表面の
異物除去方法及び装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の請求項１は前記目的を達成するために、帯状のウエブを搬送するローラ表面の
異物除去方法において、両面に粘着層が形成されたクリーニングシートを前記ウエブの前
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記ローラ側の面に貼り付けて、前記ウエブを前記ローラと接触させながら搬送させること
により、前記クリーニングシートで前記ローラ表面の異物を捕捉することを特徴とするロ
ーラ表面の異物除去方法を提供する。
【００１３】
　請求項１によれば、クリーニングシートを貼り付ける工程よりも後段のローラ表面の異
物を効率的に除去できる。従って、製造ラインの運転中においても効率的にローラ表面の
異物を除去でき、ウエブの品質故障の発生を低減できるだけでなく、複数の工程をウエブ
が連続搬送される際に、その中の特定の工程において、ローラ表面の異物を除去できる。
【００１４】
　ここで、クリーニングシートとしては、一枚のシートの両面に粘着層が形成されたシー
トだけでなく、片面に粘着層が形成された複数枚のシートの非粘着層側同士を両面テープ
等で張り合わせ、全体として両面に粘着層が形成されたシート等も含まれる。また、ロー
ラとしては、搬送ローラ、駆動ローラ等が含まれる。
【００１５】
　請求項２は請求項１において、前記クリーニングシートの両面のうち、前記ウエブに貼
り付ける面全体の粘着力が、前記ローラ表面に接触する面全体の粘着力よりも大きいこと
を特徴とする。
【００１６】
　請求項２によれば、クリーニングシートがウエブから剥がれてローラ表面に巻きついた
り、クリーニングシートの粘着剤がローラ表面に付着したりすることを抑制できる。従っ
て、製造ラインの運転中においても効率的にローラ表面の異物を除去でき、ウエブの品質
故障の発生を低減できる。
【００１７】
　請求項２において、面全体の粘着力の比は、ローラ面側／ウエブ面側が、１／１．５～
１／５の範囲であることが好ましい。ここで、上記面全体の粘着力の比は、粘着剤の種類
、組成、量や粘着面の面積等により調節できる。また、クリーニングシートにおいて、粘
着層が形成される面積が、ウエブ面側＞ローラ面側であることが好ましく、具体的には、
ローラ面側／ウエブ面側の面積比が、１／２～１／５の範囲であることがより好ましい。
尚、クリーニングシートの長さは、ローラの外周１周分以上の長さがあればよく、１周分
～２周分の長さであることが好ましい。
【００１８】
　請求項３は請求項１又は２において、前記クリーニングシートを前記ウエブに貼り付け
る工程の前段において、基準位置からの前記ウエブ両端までの巾方向の距離を検出するウ
エブ走行位置検出ステップと、前記クリーニングシートを前記ウエブに貼り付ける工程の
後段において、前記異物によってウエブ表面に形成された品質故障の前記基準位置からの
巾方向の距離を検出する品質故障位置検出ステップと、前記クリーニングシートの貼り付
け位置の前記基準位置からの巾方向の距離を検出する貼り付け位置検出ステップと、を備
え、前記ウエブ走行位置検出ステップ、前記品質故障位置検出ステップ及び前記貼り付け
位置検出ステップにおいて検出された各検出信号に基づいて、前記クリーニングシートを
前記ウエブの前記ローラ側の面に貼り付けることを特徴とする。
【００１９】
　請求項３によれば、ウエブ巾やウエブの走行位置の変化に対応して、ローラ表面の異物
をより確実に除去することができる。また、クリーニングシートを効率的に使用できる。
ここで、ウエブ走行位置検出ステップにおいて、基準位置からのウエブ両端までの巾方向
の位置を検出するので、ウエブ巾、及びウエブのローラ巾に対する走行位置を把握するこ
とができる。
【００２０】
　請求項４は請求項１～３の何れか１において、前記ウエブが製品そのものであることを
特徴とする。
【００２１】
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　これにより、製造ラインを一旦停止させる必要がなく、運転中でも必要な工程のローラ
表面の異物を除去できる。ここで、製品には、製品を製造する過程の材料も含まれる。
【００２２】
　請求項５は、請求項１～４の何れか１のローラ表面の異物除去方法を、前記ウエブの送
り出しから巻き取りまでの全工程のうち一部に適用することを特徴とする。
【００２３】
　これにより、例えば、平版印刷版のように各種化学処理工程や加熱工程等を含む製造ラ
インのうち、必要な工程においてローラ表面の異物を除去できる。従って、クリーニング
シートを効率的に使用でき、粘着性に与える影響を低減できる。
【００２４】
　本発明の請求項６は前記目的を達成するために、帯状のウエブを搬送するローラ表面の
異物除去装置において、前記ウエブ巾よりも巾が狭く且つ両面に粘着層が形成されたクリ
ーニングシートを、前記ウエブの前記ローラ側の面に貼り付けるクリーニングシート貼り
付け手段と、該クリーニングシート貼り付け手段を前記ウエブの巾方向に移動させるクリ
ーニングシート貼り付け位置移動手段と、を備えたことを特徴とするローラ表面の異物除
去装置を提供する。
【００２５】
　請求項６は本発明を装置として構成したものである。請求項６によれば、クリーニング
シートを効率的に使用でき、粘着性に与える悪影響を低減できる。
【００２６】
　請求項７は請求項６において、前記クリーニングシート貼り付け手段は、
　前記クリーニングシートを保持し、該保持されたクリーニングシートを前記ウエブに貼
り付ける貼り付けドラムと、該貼り付けドラムに対向して配置され、前記クリーニングシ
ートを貼り付ける前記ウエブの裏面から前記ウエブを押圧する押圧ローラと、を備え、前
記クリーニングシート貼り付け位置移動手段は、ウエブ巾方向に移動する移動部と、該移
動部に連結され且つ前記貼り付けドラムを回転自在に支持する支持部と、を備えたことを
特徴とする。
【００２７】
　請求項７は好ましい装置構成を具体的に示したものである。
【００２８】
　請求項８は請求項６又は７において、前記クリーニングシート貼り付け手段の前段にお
いて、基準位置からの前記ウエブ両端までの巾方向の距離を検出するウエブ走行位置検出
手段と、前記クリーニングシート貼り付け手段の後段において、前記異物によって前記ウ
エブ表面に形成された品質故障の前記基準位置からの巾方向の距離を検出する品質故障位
置検出手段と、前記クリーニングシートの貼り付け位置の前記基準位置からの巾方向の距
離を検出する貼り付け位置検出手段と、を備えたことを特徴とする。
【００２９】
　請求項８によれば、ウエブ巾やウエブの走行位置の変化に対応して、ローラ表面の異物
をより確実に除去することができる。また、クリーニングシートを効率的に使用できる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、製造ラインの運転中においても効率的にローラ表面の異物を除去でき
、ウエブの品質故障の発生を低減できるだけでなく、複数の工程をウエブが連続搬送され
る際に、その中の特定の工程において、ローラ表面の異物を除去できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、添付図面に従って本発明に係るローラ表面の異物除去方法及び装置の好ましい実
施の形態について詳説する。尚、本発明は、帯状のウエブをローラ等で搬送する工程には
いずれも適用可能であり、特に限定されないが、本実施形態では平版印刷版の製造工程に
適用する例について説明する。
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【００３２】
　図１は、本発明に係るローラ表面の異物除去装置が適用される平版印刷版の製造ライン
１０の全体構成を説明する図である。以下、ウエブの搬送方向を矢印Ａで示す。
【００３３】
　平版印刷版の製造ライン１０は、図１に示されるように、ウエブ送出機１２を備え、こ
のウエブ送出機１２に、帯状のアルミウエブ１４が、ロール状に巻かれたウエブロール１
６の形態でセットされている。ウエブ送出機１２にセットされたアルミウエブ１４は、ウ
エブロール１６から送り出され、複数の搬送ローラ１７、１７…によってガイドされた後
、表面処理装置１８に送られる。表面処理装置１８では、アルミウエブ１４の表面に付与
される感光性化合物の塗布性及び密着性を向上させるための表面処理が施される。表面処
理が施されたアルミウエブ１４は、水洗装置２０に送られ、ここで洗浄される。
【００３４】
　洗浄されたアルミウエブ１４は、第１塗布装置２２に送られ、アルミウエブ１４の下面
に塗布が施される。そして、第１乾燥装置２４に送られて乾燥処理が施され、アルミウエ
ブ１４の塗布面が乾燥される。
【００３５】
　第１乾燥装置２４で乾燥させたアルミウエブ１４は、第２塗布装置２６に送られる。そ
して、第２塗布装置２６で保護層用塗布液が塗布され、続く第２乾燥装置２８で乾燥処理
が施される。これにより保護層が形成されたアルミウエブ１４は、第２乾燥装置２８の後
段に配された、ローラ表面の異物除去装置のクリーニングシート貼り付け装置３０を経て
、複数の搬送ローラ３１、３１…により搬送された後、ウエブ巻取機３２によってウエブ
ロール３４の形態に巻き取られる。
【００３６】
　尚、本実施形態に用いられるアルミウエブ１４や感光層の材料については、後述する。
【００３７】
　図２は、本実施形態のローラ表面の異物除去装置におけるクリーニングシート貼り付け
装置３０の構成を説明する斜視図である。尚、図示しないが、同図のアルミウエブ１４の
上面に搬送ローラ３１、３１…が配される場合について説明する。
【００３８】
　図２に示されるように、クリーニングシート貼り付け装置３０は、主に、アルミウエブ
１４の搬送ローラ３１、３１…に接触する面（同図では上面）にクリーニングシート３６
を貼り付ける貼り付けドラム３８と、該貼り付けドラム３８に対向して配置され、クリー
ニングシート３６を貼り付けるアルミウエブ１４の裏面からアルミウエブ１４を押圧する
押圧ローラ３９と、貼り付けドラム３８を回転自在に支持し且つ貼り付けドラム３８をウ
エブ巾方向に移動させる貼り付けドラム移動手段４２と、を備えて構成されている。
【００３９】
　貼り付けドラム３８は、両面に粘着層が形成されたクリーニングシート３６をロール状
に巻いたものであり、アルミウエブ１４に接触させて、搬送方向と同方向に回転させるこ
とにより、アルミウエブ１４に貼り付けられるようになっている。貼り付けドラム３８の
材質は、離形素材であることが好ましく、例えば、ポリビニルアルコール製スポンジ、フ
ッ素樹脂等が挙げられる。
【００４０】
　押圧ローラ３９は、支点Ｑを介して反対方向にアルミウエブ１４に押し付ける圧力を制
御するシリンダ４３が連結されている。これにより、シリンダ４３により支点Ｑを中心に
押圧ローラ３９を揺動させて、クリーニングシート３６を貼り付ける面とは反対側から適
切な圧力でアルミウエブ１４を押圧することができる。
【００４１】
　上記貼り付けドラム３８は、押圧ローラ３９がアルミウエブ１４を押し上げることでア
ルミウエブ１４に接触し、クリーニングシート３６をアルミウエブ１４に貼り付ける。こ
のような操作は貼り付け用のハンドバルブ４０により手動で行うことができるが、これに
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限定されず、図示しない制御部が、クリーニングシート貼り付け信号に基づいて、自動的
に操作できるように構成してもよい。
【００４２】
　貼り付けドラム移動手段４２は、アルミウエブ１４の上方を巾方向に移動する移動ベル
ト４４と、該移動ベルト４４に連結され且つ貼り付けドラム３８を回転自在に支持する貼
り付けドラム支持部４５と、を備えている。このように、移動ベルト４４を巾方向に移動
させることにより、貼り付けドラム３８を回転自在な状態で、異物の位置に応じて巾方向
に移動できるようになっている。尚、移動ベルト４４の代わりに他のスライド部材を備え
たレール機構でもよく、上記形態に限定されない。
【００４３】
　また、貼り付けドラム移動手段４２には、移動ベルト４４を駆動するベルト駆動部４６
と、後述する貼り付け位置検出手段の検出信号に基づいて、貼り付けドラム３８の移動量
を表示する移動量表示部４７が設けられている。
【００４４】
　図３は、本実施形態におけるクリーニングシート貼り付け装置３０を備えたローラ表面
の異物除去装置３３を説明するブロック図である。
【００４５】
　ローラ表面の異物除去装置３３は、主に、クリーニングシート貼り付け装置３０の前段
において、基準位置からウエブ両端までの巾方向の距離を検出するウエブ走行位置検出手
段５０と、クリーニングシート貼り付け装置３０の後段において、ローラ表面の異物に起
因してウエブ表面に形成された品質故障の基準位置からの巾方向の距離を検出する品質故
障位置検出手段５２と、クリーニングシート貼り付け装置３０における貼り付けドラム３
８の貼り付け位置の基準位置からの巾方向の距離を検出する貼り付け位置検出手段５４と
、を備えている。
【００４６】
　ウエブ走行位置検出手段５０は、クリーニングシート貼り付け装置３０の前段において
、基準位置からウエブ両端までの巾方向の距離を検出し、巾方向のウエブ走行位置情報を
出力する。これにより、ウエブ巾及びローラ巾に対するウエブ走行位置情報を取得するこ
とができる。ウエブ走行位置検出手段５０の具体的な例としては、搬送対象が非透明であ
る場合は、光電管式を好ましく使用でき、プラスチックフィルム等のように透明である場
合には、超音波式、エア式等の検出手段を好ましく使用できる。
【００４７】
　品質故障位置検出手段５２は、クリーニングシート貼り付け装置３０の後段において、
ローラ表面の異物に起因してアルミウエブ１４に発生した品質故障を検出し、ローラ回転
周期の故障の有無を判断して、巾方向の品質故障位置情報を出力する。
【００４８】
　貼り付け位置検出手段５４は、クリーニングシート貼り付け装置３０に設けられ、貼り
付けドラム３８の巾方向の移動量を検出し、巾方向の貼り付け位置情報を出力する。貼り
付け位置検出手段５４の具体的な例としては、ボールねじの回転計等の検出手段が挙げら
れる。
【００４９】
　図４及び図５は、クリーニングシート３６の構成の例を説明する模式図である。このう
ち、図４（Ａ）及び図５（Ａ）は、本実施形態におけるクリーニングシート３６のローラ
表面に接触する面からみた上面図であり、図４（Ｂ）及び図５（Ｂ）は、図４（Ａ）及び
図５（Ａ）のＡ－Ａ’線断面図である。尚、図４及び図５において、上下方向が搬送方向
であるものとして説明する。
【００５０】
　図４に示されるように、本実施形態のクリーニングシート３６は、ベースシート５６の
ローラ表面に接触する面（ローラ側の面）とウエブに貼り付ける面（ウエブ側の面）の両
面にそれぞれ粘着層５７、５８が形成されている。
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【００５１】
　粘着層５７、５８の種類としては、天然ゴム、合成ゴム、アクリル系粘着剤、ビニル系
粘着剤、シリコーン系粘着剤、又はこれらの混合物等が好ましい。特に、クリーニングシ
ート３６のローラ面側の粘着層５７の成分が、ローラ表面に転写されない程度の粘着力で
あることがより好ましく、本実施形態では、市販の粘着テープ（菊水テープ株式会社製Ｐ
Ｐ-６０）やこれと同等の粘着力を有する粘着剤が好適である。上記の粘着力は、例えば
、ＪＩＳ　Ｚ０２３７に準拠した方法で評価することができる。一方、粘着層５８は、貼
り付ける対象となるウエブ表面の種類によって粘着剤を選定することが好ましい。
【００５２】
　粘着層５７、５８を形成するベースシート５６としては、引張強度、引裂強度、耐折強
度等が充分であることが好ましく、例えば、上質紙、クラフト紙、グラシン紙、合成紙、
アルミ箔、不織布、ポリエチレンテレフタレートやポリプロピレン、ポリエチレン等のプ
ラスチックフィルム等を好ましく使用できる。
【００５３】
　クリーニングシート３６の面全体の粘着力は、主に、粘着層５７、５８が形成された面
積や粘着剤の種類に依存する。ここで、面全体の粘着力として、ウエブ面側＞ローラ面側
となるように構成される。ここで、面全体の粘着力の比は、ローラ面側／ウエブ面側が、
１／１．５～１／５の範囲であることが好ましく、１／２～１／３．５の範囲であること
がより好ましい。
【００５４】
　本実施形態において、クリーニングシート３６の両面の粘着層が形成される面積は、ウ
エブ面側＞ローラ面側であることが好ましい。特に、粘着層が形成される面積比は、ロー
ラ面側／ウエブ面側が、１／２～１／５の範囲であることが好ましく、１／２．５～１／
４の範囲であることがより好ましい。これにより、クリーニングシート３６がウエブ面か
ら剥がれて、ローラ表面に巻きついたり、粘着剤が付着したりすることを抑制できる。
【００５５】
　図４は、ローラ面側の粘着層５７が形成される巾を狭めた例であり、図５は、ローラ面
側の粘着層５７の長さを短くした例である。図４、５に示されるように、粘着層５７、５
８が形成される巾及び／又は長さを調節することで、粘着層５７、５８が形成される面積
を調整できる。但し、上記形態に限らず、粘着層５７、５８が形成される形状（縞状、点
状、格子状等）を変えることによって粘着層５７、５８の総面積を調節してもよい。
【００５６】
　本実施形態では、クリーニングシート３６の巾Ｗは、アルミウエブ１４の巾以下である
ことが好ましい。また、クリーニングシート１枚あたりの長さＬは、異物除去対象となる
搬送ローラ３１、３１…外周の１周分以上あればよく、１周分～２周分程度あることが好
ましい。
【００５７】
　また、クリーニングシート３６がローラ表面に巻き付くことを防止する為に、クリーニ
ングシート３６のローラ面側の粘着層５７の搬送方向の前端は、ウエブ面側の粘着層５８
の搬送方向の前端よりも後方に位置するように形成されることが好ましい。この場合は、
クリーニングシート３６のローラ面側の搬送方向の前端には、非粘着部が形成される。
【００５８】
　また、本実施形態では、クリーニングシート３６の両面において、搬送方向の両端に粘
着層５７、５８を形成しないことにより、クリーニングシート３６の回収時にアルミウエ
ブ１４から剥がし易くしているが、これに限定されない。例えば、クリーニングシート３
６のウエブ側面の粘着層５８は両端まで形成されてもよい。
【００５９】
　次に、本実施形態におけるローラ表面の異物除去装置３３を用いた処理について、図６
、図７を用いて説明する。
【００６０】
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　図６は、本実施形態の処理に使用するパラメータについて説明する摸式図である。また
、図７は、本実施形態におけるローラ表面の異物除去装置３３を用いた処理の一例を説明
するフローチャート図である。以下、図７について、図６と対応させながら説明する。
【００６１】
　先ず、ウエブ走行位置検出手段５０により、基準位置Ｐからウエブの第１エッジ位置ま
での距離ｘ１を読み込む（ステップＳ１）。
【００６２】
　次いで、品質故障位置検出手段５２により、ウエブの第１エッジ位置から品質故障３５
’位置までの距離Ｄを読み込む（ステップＳ２）。そして、基準位置Ｐから品質故障３５
’位置までの距離Ｘ（Ｘ＝ｘ１＋Ｄ）を算出する（ステップＳ３）。
【００６３】
　次いで、貼り付け位置検出手段５４により、基準位置Ｐから貼り付けドラム３８の貼り
付け位置までの距離Ｘ’を読み込む（ステップＳ４）。その後、基準位置Ｐからの貼り付
け位置までの距離Ｘ’と品質故障位置までの距離Ｘとの差（Ｘ’－Ｘ）を計算し、この差
が－１ｍｍ≦（Ｘ’－Ｘ）≦１ｍｍの範囲を満たすかどうかを判断する（ステップＳ５）
。上記範囲を満たす場合、基準位置Ｐからアルミウエブ１４の第２エッジ位置までの距離
ｘ２を読み込む（ステップＳ６）。
【００６４】
　次いで、貼り付け位置までの距離Ｘ’がウエブ巾内にあるかどうかを判断するため、０
≦（ｘ２－Ｘ’）の範囲を満たすかどうかを判断する（ステップＳ７）。上記範囲を満た
す場合、クリーニングシート３６をアルミウエブ１４に貼り付ける信号（Ｍ＝０）を貼り
付けドラム３８に出力する（ステップＳ８）。上記範囲を満たさない場合は、クリーニン
グシート３６をアルミウエブ１４に貼り付ける信号（Ｍ＝０）を出力せず、現状維持とす
る。
【００６５】
　一方、ステップＳ５において、－１ｍｍ≦（Ｘ’－Ｘ）≦１ｍｍの範囲を満たさない場
合、０≦（Ｘ’－Ｘ）の範囲を満たすかどうかを判断する（ステップＳ９）。上記範囲を
満たす場合、貼り付け位置までの距離Ｘ’が品質故障３５’位置までの距離Ｘよりもプラ
ス側に寄っているため、貼り付けドラム移動手段４２にマイナス側への移動信号（ｍ２＝
０）を出力する（ステップＳ１０）。
【００６６】
　ステップＳ９において、上記範囲を満たさない場合、貼り付け位置までの距離Ｘ’が品
質故障３５’位置までの距離Ｘよりもマイナス側に寄っているため、貼り付けドラム移動
手段４２にプラス側への移動信号（ｍ１＝０）を出力する（ステップＳ１１）。
【００６７】
　以上のように処理することにより、ローラ表面の異物をより確実に除去できる。
【００６８】
　次に、図１の平版印刷版の製造ライン１０における本実施形態のローラ表面の異物除去
装置３３の作用について説明する。図８は、本実施形態におけるローラ表面の異物除去装
置３３の作用を説明する模式図である。
【００６９】
　図１に示されるように、感光層及び保護層が形成されたアルミウエブ１４は、第２乾燥
装置２８から搬出された後、クリーニングシート貼り付け装置３０（ローラ表面の異物除
去装置３３内）を通過する。
【００７０】
　ここで、図８（Ａ）に示されるように、搬送ローラ３１の表面に異物３５が付着してい
る場合、この異物３５によりアルミウエブ１４表面が傷付けられ、品質故障が発生する。
【００７１】
　図７において、クリーニングシート３６をアルミウエブ１４に貼り付ける信号（Ｍ＝０
）が出力されると、図８（Ｂ）に示されるように、貼り付け用ハンドバルブ４０により矢
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印Ｂ方向に貼り付けドラム３８を移動させて、クリーニングシート３６をアルミウエブ１
４の下面に貼り付ける。
【００７２】
　クリーニングシート３６が貼り付けられたアルミウエブ１４は、搬送ローラ３１に到達
すると、搬送ローラ３１表面上の異物３５が、クリーニングシート３６の粘着層５７が形
成された面に接触する。これにより、異物３５がクリーニングシート３６の粘着層５７に
捕捉され、搬送ローラ３１表面から除去される。
【００７３】
　アルミウエブ１４に貼り付けられたクリーニングシート３６は、上記搬送ローラ３１表
面を通過した後、さらに後段へ搬送され、通過する搬送ローラ３１、３１…表面の異物（
不図示）を捕捉しながら搬送される。
【００７４】
　このように、必要な工程において、複数の搬送ローラ表面の異物を効率よく除去でき、
ウエブの品質故障の発生を低減できる。
【００７５】
　また、上記のように搬送ローラ３１、３１…表面の異物を捕捉したクリーニングシート
３６は、アルミウエブ１４の巻き取り工程においてアルミウエブ１４から剥がして回収す
ることができる。
【００７６】
　以上、本発明に係るローラ表面の異物除去方法及び装置の実施形態について説明したが
、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、各種の態様が採り得る。
【００７７】
　例えば、本実施形態では、平版印刷版の感光層塗布後から巻き取り工程において本発明
を適用したが、平版印刷版の製造ライン１０におけるその他の工程に適用してもよい。
【００７８】
　また、本実施形態では、主に、搬送ローラのクリーニングについて説明したが、その他
の各種ローラ、例えば駆動ローラのクリーニング等にも適用できる。
【００７９】
　本発明は、平版印刷版の製造工程に適用できるだけでなく、その他の幅広い技術分野に
おける帯状のウエブをローラ等で搬送する工程に適用できる。このような技術分野の例と
しては、機能性フイルム、光学フイルム等の各種フイルムの製造工程や、金属箔の製造工
程、電池用の電極作製工程等が挙げられる。
【００８０】
　次に、本実施形態に使用される材料について説明する。
【００８１】
　＜アルミウエブ＞
　本実施形態に使用されるアルミウエブ１４（以下、アルミニウム合金板）は、寸度的に
安定なアルミニウムを主成分とする金属である。アルミニウム合金板としては、アルミニ
ウム合金がラミネートされまたは蒸着されたプラスチックフィルムまたは紙を使用するこ
ともできる。更に、特公昭４８－１８３２７号公報に記載されているようなポリエチレン
テレフタレートフィルム上にアルミニウムシートが結合された複合体シートを用いること
もできる。また、従来より公知公用の素材のもの、例えば、ＪＩＳ Ａ１０５０、ＪＩＳ 
Ａ１１００、ＪＩＳ Ａ３００３、ＪＩＳ Ａ３００４、ＪＩＳ Ａ３００５、国際登録合
金３１０３Ａ等のアルミニウム合金板を適宜使用できる。
【００８２】
　アルミニウム合金板の厚さは、通常、０．０５ｍｍ～１ｍｍ程度であり、０.１ｍｍ～
０.５ｍｍであるのが好ましい。この厚さは、印刷機の大きさ、印刷版の大きさ及びユー
ザの希望により適宜変更できる。
【００８３】
　＜感光層＞
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　感光層は、特に限定されないが、例えば、通常の可視光で露光する可視光露光型製版層
、赤外線レーザ光等のレーザ光で露光するレーザ露光型製版層が挙げられる。以下、可視
光露光型製版層およびレーザ露光型製版層について説明する。
【００８４】
　１）可視光露光型製版層
　可視光露光型製版層は、感光性樹脂および必要に応じて着色剤等を含有する組成物によ
り形成することができる。感光性樹脂としては、光が当たると現像液に溶けるようになる
ポジ型感光性樹脂、光が当たると現像液に溶解しなくなるネガ型感光性樹脂が挙げられる
。ポジ型感光性樹脂としては、例えば、キノンジアジド化合物、ナフトキノンジアジド化
合物等のジアジド化合物と、フェノールノボラック樹脂、クレゾール－ノボラック樹脂等
のフェノール樹脂との組み合わせが挙げられる。ネガ型感光性樹脂としては、例えば、ジ
アゾ樹脂（例えば、芳香族ジアゾニウム塩とホルムアルデヒド等のアルデヒド類との縮合
物）、前記ジアゾ樹脂の無機酸塩、前記ジアゾ樹脂の有機酸塩等のジアゾ化合物と、（メ
タ）アクリレート樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂等の結合剤との組み合わせ、
（メタ）アクリレート樹脂、ポリスチレン樹脂等のビニルポリマーと、（メタ）アクリル
酸エステル、スチレン等のビニル重合性化合物と、ベンゾイン誘導体、ベンゾフェノン誘
導体、チオキサントン誘導体等の光重合開始剤との組み合わせが挙げられる。
【００８５】
　上記着色剤としては、通常の色素のほか、露光により発色する露光発色色素、露光によ
りほとんどまたは完全に無色になる露光消色色素等を使用できる。露光発色色素としては
、例えば、ロイコ色素が挙げられる。露光消色色素としては、例えば、トリフェニルメタ
ン系色素、ジフェニルメタン系色素、オキザジン系色素、キサンテン系色素、イミノナフ
トキノン系色素、アゾメチン系色素、アントラキノン系色素が挙げられる。
【００８６】
　可視光露光型製版層は、例えば、上記感光性樹脂と上記着色剤とを溶剤に配合した感光
性樹脂溶液を塗布し、その後、乾燥させることにより形成することができる。感光性樹脂
溶液に用いられる溶剤としては、上記感光性樹脂を溶解することができ、かつ、室温であ
る程度の揮発性を有する溶剤が挙げられる。具体的には、例えば、アルコール系溶剤、ケ
トン系溶剤、エステル系溶剤、エーテル系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、アミド系溶
剤、炭酸エステル系溶剤が挙げられる。感光性樹脂溶液の塗布方法は、特に限定されず、
回転塗布法、ワイヤーバー塗布法、ディップ塗布法、エアーナイフ塗布法、ロール塗布法
、ブレード塗布法等の従来公知の方法を使用できる。
【００８７】
　２）レーザ露光型製版層
　レーザ露光型製版層としては、例えば、レーザ光を照射した部分が残存するネガ型レー
ザ製版層、レーザ光を照射した部分が除去されるポジ型レーザ製版層、レーザ光を照射す
ると光重合する光重合型レーザ製版層が主なものとして挙げられる。
【００８８】
　ネガ型レーザ製版層は、（Ａ）熱または光により分解して酸を発生させる酸前駆体、（
Ｂ）酸前駆体、（Ａ）が分解して発生した酸により架橋する酸架橋性化合物、（Ｃ）アル
カリ可溶性樹脂、（Ｄ）赤外線吸収剤、および（Ｅ）フェノール性水酸基含有化合物、を
適当な溶剤に溶解させ、または懸濁させたネガ型レーザ製版層形成液を用いて形成するこ
とができる。
【００８９】
　酸前駆体（Ａ）としては、例えば、イミノフォスフェート化合物のように、紫外光、可
視光または熱により分解してスルホン酸を発生させる化合物が挙げられる。その他、光カ
チオン重合開始剤、光ラジカル重合開始剤、光変色剤等として一般に使用されている化合
物も、酸前駆体（Ａ）として用いることができる。酸架橋性化合物（Ｂ）としては、例え
ば、アルコキシメチル基およびヒドロキシル基のうち少なくとも一方を有する芳香族化合
物、Ｎ－ヒドロキシメチル基、Ｎ－アルコキシメチル基またはＮ－アシルオキシメチル基
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を有する化合物、エポキシ化合物が挙げられる。アルカリ可溶性樹脂（Ｃ）としては、例
えば、ノボラック樹脂、ポリ（ヒドロシスチレン）等の側鎖にヒドロキシアリール基を有
するポリマーが挙げられる。赤外線吸収剤（Ｄ）としては、例えば、波長７６０～１２０
０ｎｍの赤外線を吸収する染料および顔料が挙げられる。具体的には、例えば、黒色顔料
、赤色顔料、金属粉顔料、フタロシアニン系顔料；前記波長の赤外線を吸収するアゾ染料
、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、シアニン色素が挙げられる。
【００９０】
　ポジ型レーザ製版層は、（Ｆ）アルカリ可溶性高分子、（Ｇ）アルカリ溶解阻害剤、お
よび（Ｈ）赤外線吸収剤、を適当な溶剤に溶解させ、または懸濁させたポジ型レーザ製版
層形成液を用いて形成することができる。アルカリ可溶性高分子（Ｆ）としては、例えば
、フェノール樹脂、クレゾール樹脂、ノボラック樹脂、ピロガロール樹脂、ポリ（ヒドロ
キシスチレン）等のフェノール性水酸基を有するフェノール系ポリマーが挙げられる。
【００９１】
　アルカリ溶解阻害剤（Ｇ）としては、例えば、加熱等によりアルカリ可溶性高分子（Ｆ
）と反応してアルカリ可溶性高分子（Ｆ）のアルカリ溶解性を低下させる化合物が挙げら
れる。具体的には、例えば、スルホン化合物、アンモニウム塩、スルホニウム塩、アミド
化合物が挙げられる。アルカリ可溶性高分子（Ｆ）とアルカリ溶解阻害剤（Ｇ）の組み合
わせとしては、アルカリ可溶性高分子（Ｆ）としてノボラック樹脂、アルカリ溶解阻害剤
（Ｇ）としてスルホン化合物の一種であるシアニン色素の組み合わせが好適に挙げられる
。赤外線吸収剤（Ｈ）としては、例えば、スクワリリウム色素、ピリリウム色素、カーボ
ンブラック、不溶性アゾ染料、アントラキノン系染料等の波長７５０～１２００ｎｍの赤
外域に吸収領域があり、光／熱変換能を有する色素、染料および顔料が挙げられる。
【００９２】
　光重合型レーザ製版層は、（Ｉ）分子末端にエチレン性不飽和結合を有するビニル重合
性化合物、を含有する光重合型レーザ製版層形成液を用いて形成することができる。光重
合型レーザ製版層形成液には、必要に応じて、（Ｊ）光重合開始剤、（Ｋ）増感剤、等を
配合することができる。ビニル重合性化合物（Ｉ）としては、例えば、（メタ）アクリル
酸、イタコン酸、マレイン酸等のエチレン性不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコールと
のエステルであるエチレン性不飽和カルボン酸多価エステル；前記エチレン性不飽和カル
ボン酸と多価アミンとからなるメチレンビス（メタ）アクリルアミド；キシリレン（メタ
）アクリルアミド等のエチレン性不飽和カルボン酸多価アミドが挙げられる。光重合開始
剤（Ｊ）としては、ビニル系モノマーの光重合に通常使用される光重合開始剤を使用でき
る。増感剤（Ｋ）としては、例えば、チタノセン化合物、トリアジン化合物、ベンゾフェ
ノン系化合物、ベンゾイミダゾール系化合物、シアニン色素、メロシアニン色素、キサン
テン色素、クマリン色素が挙げられる。
【００９３】
　上述したネガ型レーザ製版層形成液、ポジ型レーザ製版層形成液および光重合型レーザ
製版層形成液等の塗布方法については、上記感光性樹脂溶液について挙げた溶剤および塗
布方法を用いることができる。
【実施例】
【００９４】
　次に、実施例について詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものでは
ない。
【００９５】
　図１の平版印刷版の感光層及び保護層を塗布し、乾燥させた後の工程から巻き取り工程
までの間に、本発明に係るローラ表面の異物除去装置３３を適用した。本例において、ア
ルミウエブ１４は、巾１０００ｍｍ、厚さ０．３ｍｍのものを使用した。アルミウエブ１
４の搬送条件としては、搬送速度を１００ｍ／分、テンションを１０００Ｎ／巾とした。
また、クリーニングシート３６は以下のものを使用した。
（クリーニングシート３６の条件）
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・　クリーニングシートのサイズ：巾３００ｍｍ×長さ１０００ｍｍ
・　粘着剤の種類（ウエブ側面）：アクリル系粘着剤
・　粘着力（両面）※：３．４３Ｎ／ｃｍ（※測定方法：ＪＩＳ　Ｚ０２３７に準拠）
・　粘着面積比（ローラ側面／ウエブ側面）：３３％
　図８に示されるように、感光層及び保護層を塗布した後、乾燥工程から搬出されたアル
ミウエブ１４のローラ側面（下面）に、アルミウエブ１４の搬送速度と同速で表１のクリ
ーニングシート３６を貼り付けた。そして、巻き取り機３２でクリーニングシート３６を
アルミウエブ１４から剥がして回収した。
【００９６】
　ここで、本発明に係るローラ表面の異物除去装置３３を使用した場合を実施例１とし、
従来のようにラインを停止してオペレータによるローラの掃除を実施した場合（ローラ表
面の異物除去装置３３を使用しなかった場合）を比較例１とし、それぞれ一定時間内にお
ける稼動ロス量と製品ロス量を測定した。
【００９７】
　尚、本例において、稼動ロス量はライン停止時間で評価し、製品ロスは不良品となった
アルミウエブ１４の長さで評価した。この結果を表１に示す。
【表１】

　表１に示されるように、本発明に係るローラ表面の異物除去装置３３を使用した実施例
１では、ライン運転中においてもローラ表面を清掃することができた。また、ローラ表面
の異物によって発生した製品ロスは、アルミウエブ１４の長さで１００ｍ程度にとどまっ
た。
【００９８】
　これに対して、従来の比較例１では、ラインを一旦停止させてオペレータがローラ表面
を清掃したため、ラインは３時間停止した。更に、不良品となった製品ロス量は、アルミ
ウエブ１４の長さで２０００ｍ程度に相当した。
【００９９】
　以上のように、本発明を適用した工程において、従来よりもローラ表面の異物を効率よ
く除去できるので、稼動ロスを低減できると共に製品ロスをも著しく低減できることがわ
かった。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明に係るローラ表面の異物除去装置が適用される平版印刷版の製造ラインの
全体構成を説明する図である。
【図２】本実施形態におけるローラ表面の異物除去装置の構成を説明する斜視図である。
【図３】本実施形態におけるローラ表面の異物除去装置システムの一例を示すブロック図
である。
【図４】本実施形態におけるクリーニングシートの構成を説明する模式図である。
【図５】本実施形態におけるクリーニングシートの他の構成を説明する模式図である。
【図６】本実施形態の処理に使用するパラメータについて説明する摸式図である。
【図７】本実施形態におけるローラ表面の異物除去装置の処理を説明するフローチャート
図である。
【図８】本発明の作用を説明する模式図である。
【符号の説明】
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【０１０１】
　１０…平版印刷版の製造ライン、１４…アルミウエブ、１７、３１…搬送ローラ、３０
…クリーニングシート貼り付け装置、３３…ローラ表面の異物除去装置、３２…ウエブ巻
取機、３６…クリーニングシート、３８…貼り付けドラム、３９…押圧ローラ、４０…貼
り付け用ハンドバルブ、４２…貼り付けドラム移動手段、４３…シリンダ、４４…移動ベ
ルト（移動部）、４５…貼り付けドラム支持部（支持部）、４６…ベルト駆動部、４７…
移動量表示部、５０…ウエブ走行位置検出手段、５２…品質故障位置検出手段、５４…貼
り付け位置検出手段、５６…ベースシート、５７…（ローラ面側の）粘着層、５８…（ウ
エブ面側の）粘着層、３５…（ローラ表面上の）異物、３５’…（ウエブ面上の）品質故
障

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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